
○

中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
減
損
損
失
累
計
額
の
表
示
）

（
新
設
）

第
二
十
八
条
の
二

財
務
諸
表
等
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
有
形
固
定

資
産
に
対
す
る
減
損
損
失
累
計
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
三
十
条
の
規
定
は
、
無
形
固
定
資
産
に
対
す
る

第
三
十
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
三
十
条
の
規
定
は
、
無
形
固
定
資
産
に
対
す
る

減
価
償
却
累
計
額
及
び
減
損
損
失
累
計
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

減
価
償
却
累
計
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
別
損
失
の
表
示
方
法
）

（
特
別
損
失
の
表
示
方
法
）

第
六
十
二
条

特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
は
、
前
期
損
益
修
正
損
、
固
定
資
産
売

第
六
十
二
条

特
別
損
失
に
属
す
る
損
失
は
、
前
期
損
益
修
正
損
、
固
定
資
産
売

却
損
、
減
損
損
失
、
災
害
に
よ
る
損
失
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該

却
損
、
災
害
に
よ
る
損
失
そ
の
他
の
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
損
失
を
示
す

損
失
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
各
損

だ
し
、
各
損
失
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
特
別
損
失
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の

失
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
特
別
損
失
の
総
額
の
百
分
の
十
以
下
の
も
の
で
一
括

も
の
で
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

て
は
、
当
該
損
失
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る

損
失
を
一
括
し
て
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き

こ
と
が
で
き
る
。

る
。

（
減
損
損
失
に
関
す
る
注
記
）

（
新
設
）

第
六
十
二
条
の
二

財
務
諸
表
等
規
則
第
九
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
は
、
減
損



損
失
を
認
識
し
た
資
産
又
は
資
産
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。



改 正 案 現 行

様式第五号 様式第五号

【中間連結損益計算書】 【中間連結損益計算書】

Ⅶ 特 別 損 失 Ⅶ 特 別 損 失

前期損益修正損 ××× ××× 前期損益修正損 ××× ×××

固定資産売却損 ××× ××× 固定資産売却損 ××× ×××

減損損失 ××× ××× （新設）

災害による損失 ××× ××× 災害による損失 ××× ×××




